
 

 

坂東市奨学金返還支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、坂東市（以下「本市」という。）への移住及び定住の

促進を目的とし、高等学校や大学等の在学期間中に奨学金を受け、卒業

後において本市に居住し、就業している者に対し、奨学金の返還に要す

る経費の一部を予算の範囲内において補助するため、坂東市奨学金返還

支援補助金（以下「補助金」という。）を交付する事業（以下「交付事

業」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）年度 ４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいう。 

（２）申請対象年 申請日が属する年の前年１月から１２月までの期間

をいう。 

（３）補助対象学校 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく

大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校の専門課程、高

等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の高等課程及び特別支

援学校高等部をいう。 

（４）奨学金 申請者が借り入れた貸与型の奨学金又はそれに類するも

のをいう。 

（５）返還開始日 申請者が奨学金の返還を開始した日をいう。 

（６）返還開始５年経過日 返還開始日から５年を経過した日をいう。 

（補助対象奨学金） 

第３条 補助金の交付対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

（１）独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種及び第二種奨学

金 

（２）茨城県奨学資金貸与条例（昭和３８年茨城県条例第１８号）に基



 

づく奨学資金 

（３）母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）に

基づく福祉資金貸付金（修学資金に限る。） 

（４）前各号に定めるもののほか、補助金の対象として適当であると市

長が認めるもの 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象となる者は、申請日において次の各号の全てに該

当する者とする。 

（１）本市に住所を置き、現に居住していること。 

（２）年齢が３５歳以下であること。 

（３）奨学金の借入れが終了し、その返還を開始していること。 

（４）申請日から返還開始５年経過日までの間、本市に住所を置き、実

際に居住し続ける見込みであること。 

（５）補助対象学校を１つ以上卒業していること。 

（６）次のいずれかに該当すること。 

ア 雇用期間の定めの無い契約により雇用されている、雇用保険法

（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険者で

あること。 

イ 個人で農業その他事業を営む者又はその事業専従者（所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第５７条第３項に規定する事業専従者

をいう。）であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者には補助金を交付しない。 

（１）国家公務員又は地方公務員として常時勤務している者（会計年度

任用職員を含む。） 

（２）独立行政法人に雇用されている者（会計年度任用職員を含む。） 

（３）返還開始日が令和６年３月３１日以前である者 

（４）同一世帯内で市税等の滞納がある者 

（５）申請日の属する年において既に補助金を申請している者 

（６）その他補助金を交付することが不適当であると市長が認めた者 

（補助対象期間） 



 

第５条 補助対象期間は、返還開始日の属する月から起算して６０か月後ま

でとする。 

２ 前項の期間に転入した者については、その期間のうち、申請日の直近の

転入日が属する月以降の期間を補助対象期間とする。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の対象とする支払は、補助対象期間に行われた、申請者の支

出による奨学金の返還のための支払とする。ただし、在学猶予（奨学金

を受けて補助対象学校の卒業等をした後、更に別の学校（学校教育法に

基づく学校、専修学校及び各種学校をいう。）に在学した場合に、奨学

金の返還が猶予される措置をいう。）を除く返還猶予等の措置により支

払を行っていない場合にあっては、当該措置が適用されていなければ返

還が開始されていた日の属する月から起算する。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、申請対象年に行われた前条の支払の額に２分の１を

乗じて得た額とする。 

２ 前項の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

３ 第１項の額は、１回の申請につき１２万円を限度とする。ただし、補助

対象月数（補助対象期間と申請対象年が重なる期間の月数をいう。）が

１２月に満たない場合においては、１２万円に補助対象月数を乗じてか

ら１２月で除して得た額を限度とする。 

（交付申請） 

第８条 申請者は、奨学金返還支援補助金交付申請書（様式第１号）に、次

に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年の１月１日か

ら１月３１日（同日が閉庁日に当たる場合は、その後の最も近い開庁日）

までの間に市長に提出しなければならない。 

（１）承諾書兼誓約書（様式第２号） 

（２）申請者が補助対象学校の卒業等をしたことを証する書類の写し 

（３）奨学金を貸与していた者が発行する貸与を証する書類の写し 

（４）奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類の写し 

（５）奨学金の返還の事実及び金額を証する書類の写し 



 

（６）就業証明書（様式第３号） 

（７）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、前項第１号から第４号までの書類は、内容に

変更がない限り２年目以降の申請の際には省略することができる。 

（交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の

上、交付の可否を決定し、奨学金返還支援補助金交付（不交付）決定通

知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１０条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決

定者」という。）が補助金の交付を受けようとするときは、速やかに奨

学金返還支援補助金交付請求書（様式第５号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、補助金を交付

するものとする。 

（関係資料の提出及び現地調査の実施） 

第１１条 市長は、交付事業の適正な実施を確保するために必要と認めたと

きは、申請者又は交付決定者に対し、関係資料の提出その他必要な協力

を求めることができる。 

２ 市長は、交付事業の適正な実施を確保するために必要と認めたときは、

現地調査を行うことができる。 

（交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたと

きは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。 

（１）交付決定者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、取消しが相当と市長が認める事由があ

ったとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、奨学金

返還支援補助金交付決定取消通知書（様式第６号）により交付決定者に

通知するものとする。 



 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、当該

交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、奨学金返還支

援補助金返還命令書（様式第７号）により交付決定者に通知するものと

する。 

（その他） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日

までにこの告示の規定により交付の決定がされた補助金については、同

日後においても、なおその効力を有する。 


